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令和７年度事業計画 

 

令和 6 年度より、「人間ドッグ利用に対する費用補助」「スポーツジム（スクール）利用に

対する費用補助金」の助成を開始し、人間ドッグ利用費用補助は 40 名、スポーツジム利用

費用補助は 9 名の助成があり、当初見込より利用件数は少なかった。しかしながら、互助会

制度（給付事業、イベント事業）利用件数について、令和 5 年度は 463 件であったが、令和

6 年度は 499 件となり、利用件数は増加傾向にあり、昨年度と比べ、職員間の交流を持つ機

会が多く得られた。 

令和 7 年度では、会員からのニーズに合わせ各給付事業を充実させ、引き続き交流イベン

トを実施するとともに、互助会ではイベント事業以外でも様々な助成事業がある事をナレッ

ジ等を通じて広く職員に知ってもらうように努める。 

 

Ⅰ 評議員会及び運営委員会開催計画 

 

１．評議員会 

職員互助会会則第１７条による評議員会を下記の予定で適正に開催する。 

 第１回評議員会 令和７年６月 

  （１）令和６年（２０２４年）度事業報告について 

  （２）令和６年（２０２４年）度収入支出決算について 

    

 第２回評議員会 令和８年３月 

  （１）令和７年（２０２５年）度事業計画について 

  （２）令和７年（２０２５年）度収入支出予算について 

     

２．運営委員会 

職員互助会会則第１８条による運営委員会を下記の予定で適正に開催する。 

    第１回運営委員会 令和７年５月 

  （１）令和６年（２０２４年）度事業報告について 

  （２）令和６年（２０２４年）度収入支出決算について 

（３）令和７年（２０２５年）度事業計画について 

 

第２回運営委員会 令和７年９月 

 （１）事業内容の見直しについて 

     

    第３回運営委員会 令和８年３月 

  （１）令和８年（２０２６年）度事業計画について 

  （２）令和８年（２０２６年）度収入支出予算について 
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Ⅱ 令和７年（２０２５年）度事業計画 

 

１．一般給付事業 

   職員互助会会則及び運営規則に沿って、適正に事業を実施する。 

２．福利増進事業 

 

会員の福利増進のための事業として、次の事業を実施する。 

（１）会員のスキルアップのための資格取得及び更新に対する補助制度 

  引き続き、会員のスキルアップを目的として、資格取得のための受験費用及び既に取 

得している資格の更新料等を補助する事業を実施する。 

（２）研修費用に対する助成金制度 

  会員のスキルアップを促すことを目的として、会員が業務に関する知識向上や資格取 

得等を目的とした研修を受講した際には助成金の給付を行う。令和 7 年度から助成上

限額を 10,000 円に増額します。 

（３）会員のボランティア活動費用助成制度 

社会貢献に寄与する目的から、引き続き、会員のボランティア活動全般に対して、交

通費や宿泊費の補助を行います。 

（４）宿泊施設援助事業 

会員のリフレッシュを目的とし、引き続き会員の宿泊施設の利用に対する援助を行う。 

（５）OSJ コミュニケーションイベント 

会員同士の交流を目的としたイベント事業を開催することにより、より一層会員同士

の交流を図る。一部イベントには、会員の配偶者及び、子、孫の同伴を認める。 

（６）職員運動会の開催 

   より一層の職員の福利厚生拡充及び充実を図ることを目的とした職員運動会を開催す 

る。 

（７）サークル活動に対する助成制度 

  会員同士の交流を目的とし、引き続き、サークル活動に対する助成を行う。 

（８）会員同士の交流およびリフレッシュを目的としたグループ旅行に対する補助制度 

引き続き、会員の交流とリフレッシュを目的としたグループ旅行に対する補助事業を

実施する。会員同士の交流を図ることができるよう、会員 4 名以上での宿泊を伴う旅

行（日帰り可）に対して費用の一部を補助する事業とする。 

（９）施設内懇親会補助事業 

施設内において会員相互の交流を図るため懇親会を実施する際は、会員一人につき

2,000 円を上限として助成する。 

（10）スポーツジム利用費用の助成 

   会員が継続的に健康維持に努めることを推奨する事を目的に、スポーツジム利用に対 

する費用の補助として、6 カ月継続して利用している職員に対し、月額 1,000 円最大

12,000 円の助成を行う。（但し、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の

ライフサポート倶楽部の会員特典対象施設は除く）  
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（11）人間ドック及び乳がん検診の助成制度 

  一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の人間ドック等利用助成の対象外 

となる、一般健診に対してのみ費用（上限 4,000 円）を補助する。また、40 歳未

満の女性会員を対象として、乳がん検診（超音波検査・マンモグラフィ検査）に

対して費用（上限 4,000 円）を補助する。 

 

３．備考 

その他、運営委員を中心に会員のニーズを把握した上で、適宜見直しを行う。 


